
学校法人東邦大学産学連携本部規程 

 

施  行 平成 22 年 １月１日 

最新改正 平成 24 年 10 月１日 

 

第１章 総則 

（設置） 

第１条 学校法人東邦大学（以下「法人」という。）に、学校法人東邦大学産学連携本部（以

下「産学連携本部」という。）を設置する。  

（目的） 

第２条 産学連携本部は、法人と産学官との連携により、本学の研究を活性化させると共

に、その研究成果を社会に還元し、社会貢献することを目的とする。 

（業務） 

第３条 産学連携本部は、前条の目的を達成するために次の業務を行う。 

（１）産学連携推進戦略の企画・立案および運営実施 

（２）共同研究・受託研究契約締結までの支援 

（３）産学連携に関する啓発・能力開発活動 

（４）本学内の研究情報の集積および知的創造物等運用に係わる社会貢献 

（５）特許事務所・技術管理会社との連携を含む研究成果の権利化に関する知的創造物管

理ならびにその統括 

（６）産学連携および技術移転等事業化支援に関する知的創造物管理ならびにその統括 

（７）職務を通じて得られた知的創造物発明における発明者との権利・報酬に関する協議 

（８）法人内に対する産学連携本部会議審議事項の報告 

（９）教職員への知的創造物に関する教育 

（10）利益相反委員会へ産学連携に関する該当案件の上申・報告 

（11）その他、産学連携および知的創造物に関する事項全般 

 （組織） 

第４条 産学連携本部は以下の人員で組織する。 

（１）産学連携本部長（以下「本部長」という。）  

（２）各学部一名の産学連携副本部長（以下「副本部長」という。） 

（３）事務局事務職員 

２ 産学連携本部が必要と認める場合は以下の職を加えることができる。 

（１）顧問 

（２）有識者（学内外の特殊専門知識を有する者） 

３ 本部長、副本部長および事務職員は、他の職務を併任することができる。 

（任命・任期） 

第５条 本部長および副本部長は、学長の推薦により理事長がこれを任命する。 

２ 本部長および副本部長の任期は1年とするが、再任は妨げない。又、任期中に定年を迎 

 える場合は、定年退職日をもって任期を終了することとする。なお、本部長および副本 



部長が任期満了前にその職務を行うことができなくなった場合、後任者の任期は前任者 

の残任期間とする。 

３ 顧問および有識者は学長の推薦により理事長がこれを任命する。顧問および有識者の 

任期は一年とするが、再任は妨げない。 

 

第２章 知的財産審査委員会 

（設置） 

第６条 産学連携本部業務のうち第3条（５）（６）（７）の事項を審議するため知的財産

審査委員会（以下「審査委員会」という。）を置く。 

（組織） 

第７条 審査委員会は、第４条（１）（２）に記載する人員をもって組織する。 

２ 審査委員長には、産学連携本部長が就任する。 

３ 審査委員会は、必要に応じて審査委員長がこれを召集する。 

（任務） 

第８条 審査委員会は、次の事項を審査する。 

（１）知的創造物における職務発明の認定 

（２）職務発明承継の要否 

（３）知的創造物出願等後の管理の要否 

（４）知的創造物出願等費用１００万円未満の審議案件 

（５）その他、特に本部長が必要と認めた案件 

２ 第８条１項に係わる案件であっても、第３章に規定する知的財産最高審査委員会の決

議に判断を委ねると判断する事項は知的財産最高審査委員会に付する案件として上申す

ることができる。 

（審査委員会の議決） 

第９条 審査委員会の議決は出席構成員の過半数の賛成を以って決する。 

（報告） 

第 10 条 審査委員会において決議された審議事項については報告書を作成し、半期毎に知

的財産最高審査委員会に提出する。 

（審査特例） 

第 11 条 格段の事由があり緊急を要するときは、理事長および産学連携本部長の判断を審  

 査委員会の審議結果に代えることができる。 

２ 前項の特例によって審議した案件については、その後最も早く開催される審査委員会 

の審議に付して承認されなければならない。 

３ 前項の審査委員会における判断が１項による判断と異なった場合でも、１項による決  

 定者に対して、当該案件の進行により要した費用を含め一切の責任は問わないものとす 

る。 

 

第３章 知的財産最高審査委員会 

（設置） 

第 12 条 産学連携本部に知的財産最高審査委員会（以下、最高審査委員会という。）を置 



く。 

２ 最高審査委員会の事務局は、産学連携本部事務局が担当する。 

（組織）  

第 13 条 最高審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

（１）理事長 

（２）学長 

（３）常務理事 

（４）各学部長 

２ 最高審査委員会委員長には、理事長が就任する。 

３ 最高審査委員会は、必要に応じて最高審査委員長がこれを召集する｡ 

（任務） 

第 14 条 最高審査委員会は以下の事項を審議する。 

（１）第８条２項に基づいて上申された事項 

（２）知的財産権侵害に係わる事項 

（３）知的創造物出願等費用 100 万円以上の審議案件 

（最高審査委員会の議決） 

第 15 条 最高審査委員会の議決は出席構成員の過半数の賛成を以って決する。 

２ 最高審査委員会を召集する時間的制約事由が認められるときは、暗号化を施した学内 

サーバー上にて Web 審議フォームを設け、その Web 審議を前項の会議に代えることがで 

きる。 

 

第４章 不服申立 

（不服審査委員会） 

第 16 条 教職員等が、審査委員会および最高審査委員会が行った決定に不服がある場合は、 

書面をもって不服審査委員会宛ての異議申立書を産学連携本部長に提出して行うことが

できる。 

２ 不服審査委員会は非常設の機関とし、不服申立を受理した場合、理事長は速やかに不

服審査委員会を召集しなければならない。 

３ 不服審査委員会は３名の委員をもって構成し、当該委員は最高審査委員会委員長が任

命する。委員中の２名は産学連携本部に関与していない学内の者のうちから、他１名は

知的財産の知識を有する学外有識者の中から選任しなければならない。不服審査委員会

委員長は委員の互選で決めるものとし、委員長は委員会を統括する。 

４ 不服申立委員会は、職員等の異議申立書を基にその妥当性を審議する。 

５ 不服審査委員会の議決は出席委員の過半数の賛成を以って決する。 

６ 法人は、不服審査委員会の決定にしたがい、当該案件についての事後処理を行うもの

とし、不服審査委員会で審議された事項については、再度の異議申立は認めない。 

 

第５章 補則 

（手当） 

第 17 条 本部長および副本部長の手当は別に定める。 



 

第６章 雑則 

（規程の改廃） 

第 18 条 本産学連携本部規程の改廃は、理事会の議決をもって行う。 

 

附 則  

この規程は、平成 22 年１月１日から施行する。 

附 則  

この規程は一部改正のうえ、平成 24 年 10 月１日から施行する。 


